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4類 金属製品、機械、運輸機器 

業種 条件 恩典 

4.1 金属部品または金属製品の製造 

4.1.1  金属粉末または合金粉末から

作る金属部品、金属製品の製

造 

4.1.2  鉄鋼製品または鉄鋼部品の製

造 

 

4.1.3 金属部品を含む金属製品の製

造 

 

焼結工程を有すること。 

 

 

同一プロジェクト内に鋳造工程 (誘導電気炉を使

用) または鍛造工程に続く金属成形工程を有する

こと。 

1. 同一プロジェクト内に圧延、引き抜き、押し出

し、鋳造、鍛造工程に続く非鉄金属の成形工程

を有する場合。 

2. マシニング、スタンピングなどの成形工程を有

する場合。 

 

A 3 

 

 

A 3 

 

 

A 4 

 

 

B 1 

 

4.2 表面処理 (美化のためのコーティン

グ・塗装処理を除く)  

陽極酸化 (Anodizing) 、エッチング、エングレー

ビング (Engraving) などの工程を有すること。 

B 1 

 

4.3 熱処理 (Heat Treatment)  シアン(Cyanide)を使用する事業を除く。 A 4 

4.4 汎用エンジンまたはその備品の製造 1. シリンダーヘッド、クランクケース、クランク

シャフト、カムシャフト、コネクティングロッ

ド、ピストンおよびフライホイールなどのエン

ジンの基幹部品の加工工程を有する事業。 

2. 組み立てのみの事業。 

A 4 

 

 

 

B 1 

4.5 機械、その備品および部品の製造 

4.5.1  エンジニアリングデザイン工

程を有する自動化機械・装置  

(オートメーション) の製造 

4.5.2    機械、その備品、部品の製造

または金型の製造および/ま

たは修理 

 

自動化機械•装置 (オートメーション) の操作の

ソフトウェア設計開発工程を有すること。 

 

部品の製造工程および/またはエンジニアリング

デザイン工程を有すること。 

 

 

A 2 

 

 

A 3 

 

 



2 
 

業種 条件 恩典 

4.5.3   機械組み立ておよび/または

その備品の組み立て 

委員会が同意した組立工程を有すること。 A 4 

4.6  一般自動車の製造 メリットによる恩典の対象とならない。 B 1 

4.7  乗り物用エンジンの製造 

 

1. 下記の 5部品中 4部品以上を成形加工するこ

と。 

シリンダーヘッド、シリンダーブロック、ク

ランクシャフト、カムシャフト、コネクティ

ングロッド 

2. エンジン組立事業。 

A 3 

 

 

 

 

A 4 

4.8  乗り物部品の製造 

4.8.1  高度技術を利用する乗り物部

品の製造 

4.8.1.1  触媒コンバーターの回

路基盤 (Substrate) の

製造 

4.8.1.2  電子燃料噴射システム

の製造 

4.8.1.3  自動車用トランスミッ

ションの製造 

4.8.1.4  電子制御ユニット  

(ECU) の製造 

 

4.8.2  安全および省エネルギー部品

の製造 

4.8.2.1 アンチロックブレーキ

装置 (ABS) または電子

制御ブレーキシステム 

(EBD) の製造 

4.8.2.2 電子安定性制御 (ESC) 

の製造 

  

A 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2 
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業種 条件 恩典 

4.8.2.3  回生ブレ－キシステム

の製造 

4.8.2.4  アイドリングストップ

システムの製造 

4.8.2.5  自動緊急ブレーキシス

テム (Autonomous 

Emergency Braking 

System) の製造 

 

4.8.3 ハイブリッド自動車、電気自動

車 (EV) 、プラグインハイブ

リッド車 (PHEV) の部品の製

造 

4.8.3.1 バッテリーの製造 

4.8.3.2 トラクションモーター

の製造 

4.8.3.3 空調システムの製造 

 

4.8.4 乗り物のゴムタイヤの製造 

4.8.5 その他自動車部品の製造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2 

B 1 

4.9 造船または船舶の修理 

4.9.1 500グロストン以上の造船また

は修理 

4.9.2 500グロストン未満の造船また

は修理  (エンジンや機器を搭

載している金属船またはファ

イバーグラス船のみ)  

操業開始期限日から 2年以内に ISO 14000の認証

を取得すること。 

 

A 2 

 

A 2 

 

4.10 汽車あるいは電車、その備品または

部品の製造  (軌道システムのもの

に限る)  

 A 2 
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業種 条件 恩典 

4.11 航空機の製造または修理、航空機備

品あるいは部品の製造または修理 

4.11.1 航空機の機体、機体部品、

基幹部品、例えば、エンジ

ン、飛行機部品、プロペラ、

電子部品などの製造 

 4.11.2   その他航空機部品、機内器

具、道具の製造  (消耗品

および再利用可能な機内

用品を除く)  

 4.11.3  航空機およびその備品・部

品の修理 

  

 

A 1 

 

 

 

A  3 

 

 

 

A 2 

4.12 オートバイの製造 (総排気量が

248cc.未満のものを除く)  

1. 以下のエンジン部品の成形工程を有すること。 

シリンダーヘッド、シリンダーブロック、クラ

ンクシャフト、カムシャフト、コネクティング

ロッド 

1.1  総排気量が248cc以上500cc未満のオート

バイを製造する場合、6部品中、4部品以

上を成形加工すること 。 

1.2 総排気量が 500cc以上のオートバイを製

造する場合、6部品中、2部品以上を成形

加工すること 。 

2. 構造的な溶接組立工程および吹付塗装工程を

有すること。 

3. 部品製造、部品利用の計画を投資委員会に提

出し、同意を得ること。 

A 3 

(条件

1-3を全

て満た

す場合)  

 

 

 

 

 

B 1 

(条件

2-3を満

たす場

合)  

 

4.13 燃料電池 (Fuel Cell) の製造 

 

 A 2 
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業種 条件 恩典 

4.14  建設用もしくは工業用金属構造の

製造 (Fabrication Industry) また

は石油産業用プラットフォーム修

理 

4.14.1 エンジニアリングデザイン

工程を有する建設用または

工業用金属構造の製造  

(Fabrication Industry)  

4.14.2建設用もしくは工業用金属

構造の製造  (Fabrication 

Industry) または石油産業

用プラットフォーム修理 

  

 

 

 

A 3 

 

 

 

A 4 

 

4.15  科学機器の製造 

4.15.1高度技術を使用する科学機

器の製造 

 

 

4.15.2 その他科学機器の製造 

 

科学機器は、パラメータ値を測定し、データ処理

をして、その結果を自動表示することができるか、

またはパラメータ値の自動測定・制御ができるこ

と。 

 

A 2 

 

 

 

A 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


